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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】使用者が回転清掃体のメンナンスに際し、回転
支持部材の所定位置への取り付けが目視で誤りなく容易
に行うことができる使い勝手の良い電気掃除機用吸口体
、および電気掃除機を提供する。
【解決手段】吸口体本体に設けられ、そこに備えた回転
清掃体２０４を回転駆動する駆動源と、前記駆動源の回
転を前記回転清掃体に伝達する動力伝達機構１０１を備
え、前記回転清掃体２０４は、前記駆動側端部の反対側
である非駆動側端部を回動自在に支持し、かつ前記吸口
体本体に取り外し自在に支持される軸受台１１１を含む
回転支持部材を有する電気掃除機用吸口体において、前
記回転清掃体２０４の前記駆動側端部に存在する前記噛
合い部Ａ１１０と前記非駆動側端部に存在する前記回転
支持部材を異色とし、前記駆動側端部に存在する前記噛
合い部Ａ１１０と前記吸口体本体に存在する前記噛合い
部Ｂ４０８を同じ色相にした。
【選択図】図７（ａ）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底面に開口部を有する吸口体本体と、
　前記開口部より出し入れされ、かつ前記吸口体本体に取り外し自在に装着される回転可
能な回転清掃体と、
　前記吸口体本体に設けられ、前記回転清掃体を回転駆動する駆動源と、
　前記駆動源の回転を前記回転清掃体に伝達する動力伝達機構を備え、
　前記動力伝達機構は、前記回転清掃体の駆動側端部に設ける噛合い部Ａと、前記噛合い
部Ａと脱着自在に連結し、かつ噛合い部Ａに回転を伝えるところの前記吸口体本体に設け
る噛合い部Ｂを有し、
　前記回転清掃体は、前記駆動側端部の反対側である非駆動側端部を回動自在に支持し、
かつ前記吸口体本体に取り外し自在に支持される軸受台を含む回転支持部材を有する電気
掃除機用吸口体において、
　前記回転清掃体の前記駆動側端部に存在する前記噛合い部Ａと前記非駆動側端部に存在
する前記回転支持部材を異色とし、前記駆動側端部に存在する前記噛合い部Ａと前記吸口
体本体に存在する前記噛合い部Ｂを同じ色相にしたことを特徴とする電気掃除機用吸口体
。
【請求項２】
　電動送風機を内蔵する掃除機本体と、前記掃除機本体に直接またはホース体等を介して
接続される電気掃除機用吸口体を備えた電気掃除機において、
　前記電気掃除機用吸口体が請求項１記載の電気掃除機用吸口体であることを特徴とする
電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駆動源で回転駆動する回転清掃体を備えた電気掃除機用吸口体、及びその電
気掃除機用吸口体を備える電気掃除機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電気掃除機用吸口体は、掃除機の吸気風を利用して回転清掃体自身が回転力を発生する
ものや、モータ等の回転力で回転清掃体を駆動するものがある。
【０００３】
　駆動用モータ等の回転力を回転清掃体へ伝えるもののうち、二つの噛合い部Ａ、Ｂを用
い回転清掃体の着脱が容易にできる使い勝手を向上させたものがある〔実開昭５１－２７
４７７号公報（特許文献１）、特許第３２４９１８８号公報（特許文献２）〕。
【０００４】
　この電気掃除機用吸口体において、回転清掃体の端部の片側（駆動側端部）は噛合い部
Ａ、Ｂの合せによって把持され、回転清掃体のもう一方の端部（非駆動側端部）は軸受台
を含む回転支持部材に支持され、回転支持部材は上ケース及び、下ケースから構成される
吸口体本体と、その下部に配置される軸受カバーＡによって把持される。
【０００５】
　これにより、回転清掃体を取り外す際は、軸受カバーを取り外すだけで、容易に取り外
すことが可能となっている。
【０００６】
　このような噛合い部を用いた電気掃除機用吸口体では、回転清掃体へ動力を伝達するた
めの噛合い部及び、プーリを含む動力伝達機構が配置されている。
【０００７】
【特許文献１】実開昭５１－２７４７７号公報
【特許文献２】特許第３２４９１８８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記の背景技術では、回転清掃体の両端部が対称形状又は、似た形状の場合、回転清掃
体の取り付け時に、使用者が回転清掃体の向きを容易に判断できず、吸口体への組み込み
の向きを間違え易いため、使い勝手を損ねる。
【０００９】
　本発明は、上記の課題に鑑み、回転清掃体の両端部が対称形状、又は似た形状であって
も、使用者が回転清掃体のメンナンスに際し、噛合い部Ａ、Ｂの噛み合わせや、回転支持
部材の所定位置への取り付けが目視で誤りなく容易に行うことができる使い勝手の良い電
気掃除機用吸口体、および電気掃除機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、吸口体本体に設けられ、そこに備えた回転清掃体を回転駆動する駆動源と、
前記駆動源の回転を前記回転清掃体に伝達する動力伝達機構を備え、前記動力伝達機構は
、前記回転清掃体の駆動側端部に設ける噛合い部Ａと、前記噛合い部Ａと脱着自在に連結
し、かつ噛合い部Ａに回転を伝えるところの前記吸口体本体に設ける噛合い部Ｂを有し、
前記回転清掃体は、前記駆動側端部の反対側である非駆動側端部を回動自在に支持し、か
つ前記吸口体本体に取り外し自在に支持される軸受台を含む回転支持部材を有する電気掃
除機用吸口体において、前記回転清掃体の前記駆動側端部に存在する前記噛合い部Ａと前
記非駆動側端部に存在する前記回転支持部材を異色とし、前記駆動側端部に存在する前記
噛合い部Ａと前記吸口体本体に存在する前記噛合い部Ｂを同じ色相にしたことを特徴とす
る。
【００１１】
　また、本発明は、電動送風機を内蔵する掃除機本体と、前記掃除機本体に直接またはホ
ース体等を介して接続される電気掃除機用吸口体を備えた電気掃除機に上記特徴の電気掃
除機用吸口体を用いたものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、噛合い部Ａと噛合い部Ｂが一致（同じ）する色相に、噛合い部Ａと回
転支持部材が異なる色相にしているので、視覚判断で噛合い部Ａ、Ｂの噛み合わせや、回
転支持部材の所定位置への取り付けが誤りなく容易に行うことができる。使い勝手の良い
電気掃除機用吸口体、および電気掃除機を提供することを目的とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態の一例を添付の図面に基いて説明する。
【００１４】
　図２に本実施例による吸口体の分解斜視図を示す。
【００１５】
　図２において、２０１は下ケース、２００は下ケースの上方に配置された上ケース、２
１２は上ケース２００及び下ケース２０１で構成された回転清掃体収納室、２０４は回転
清掃体収納室２１２に配置された回転清掃体、２０５は回転清掃体２０４を駆動するため
の電動機（駆動源）、２０７は吸口体を持ち上げたときに自動的に回転停止するための安
全スイッチ、２０８は電動機側プーリ、２０９は減速プーリを構成する大プーリ、２１０
は減速プーリを構成する小プーリ、２１１は大プーリ２０９と小プーリ２１０を連結する
シャフトである。
【００１６】
　電動機２０５によって発生された駆動力を大プーリ２０９と小プーリ２１０を連結する
シャフト２１１を介して回転清掃体２０４の回転軸端部に伝達する動力伝達機構を構成し
ている。
【００１７】
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　２０２は吸口体本体内部と外部（掃除機本体）とを連通する空気通路が形成された自在
継手のうち吸口体本体に対して上下方向に回動可能な第１の接続管、２０３は自在継手の
うち前記第１の接続管に対して左右方向に回動可能な第２の接続管である。
【００１８】
　ここで、吸口体を水平な床面上に置いた状態で、開口２１８が形成された側を下面側に
おいて、回転清掃体２０４の回転軸に沿う方向を吸口体の左右方向と呼び、この左右方向
は通常吸口体の左右方向と一致する。また、吸口体の上下方向に関しては、反対側を上面
側と呼ぶ。また、吸口体の進行方向側を正面側、後退方向側を背面側として説明する。
【００１９】
　図３に本実施例による電気掃除機の外観図を示す。
【００２０】
　３０１は後部に吸口体本体が集塵するのに必要な吸気風を発生させる電動送風機（図示
せず）を内蔵し、前部には塵埃を集塵する集塵室（図示せず）を内蔵した電気掃除機本体
、３０２は電気掃除機本体３０１に接続され、柔軟に可動するように形成されたホース体
、３０３は前記ホース体３０２に接続されて前記電気掃除機本体３０１や吸口体３０６を
制御する手元スイッチ３０４を内蔵し、ホース体３０２と延長管３０５と連通する流路（
図示せず）を持つハンドルグリップである。また、ホース体３０２とハンドルグリップ３
０３及び延長管３０５には、吸口体３０６に電気を供給する給電線（図示せず）が内蔵さ
れている。
【００２１】
　図４、図５（Ａ）（Ｂ）に本実施例による吸口体本体を下から見たときの平面図（下面
図）及び、中央断面図を示す。
【００２２】
　４０３は吸口体下ケース２０１に設けられた床面開口部で、被清掃面に面する。４０１
はバンパー、４００は固定刷毛、４０４は後方車輪である。４０５は固定刷毛前方に設け
た刷毛逃げ部Ａ、４０６は固定刷毛後方に設けた刷毛逃げ部Ｂである。２０７は吸口体を
持ち上げたときに自動的に停止するための安全スイッチであり、２０７Ａは被清掃面に設
置されているかを検出するための床面検出車輪である。
【００２３】
　２２０は下ケース２０１の下面側に位置する軸受け押さえ部材４０７を開閉するための
係止部材であり、上ケース２００と下ケース２０１から張り出した支持部を回動軸とし、
組み付けにより上下方向で支持し、係止部材２２０の抜け外れを規制している。
【００２４】
　図１（Ａ）に本実施例による回転清掃体２０４及び、動力伝達機構１０１を示す。
【００２５】
　回転清掃体２０４の清掃部材１０７は、繊維等による刷毛１０５の他、軟質のブレード
１０４を用いて構成することができ、刷毛１０５やブレード１０４をそれぞれ単独で、或
いは刷毛１０５とブレード１０４とを混在させて構成することができる。また、筒状基体
１０６を形成する部材で一体に成形した突出部で清掃部材１０７を構成してもよい。いず
れにしても、清掃部材１０７は筒状基体１０６の外周面から外方に突出するように構成さ
れる。
【００２６】
　回転清掃体２０４の両端には、回転清掃体２０４を吸口体本体へ保持する噛合い部Ａ１
１０（駆動側端部に備える）、軸受台１１１（回転支持部材）（非駆動側端部に備える）
が設けられており、その外周には刷毛台１０９に斜めに接着固定された刷毛Ａ１０８が設
けられる。刷毛Ａ１０８は密度が清掃部材１０７よりも大きく設定されている。
【００２７】
　図１（Ｂ）に本実施例による図１（Ａ）の動力伝達機構１０１の拡大図を示す。図１（
Ｃ）に図１（Ａ）のＰ拡大図を示す。
【００２８】
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　噛合い部Ａ１１０は、下ケース２０１内部に設けられた動力伝達機構１０１に設けられ
た噛合い部Ｂ４０８と凹凸にて結合し、回転清掃体２０４へ回動力を伝える役割を果たす
。ここで、噛合い部Ａ１１０と噛合い部Ｂ４０８は同じ色相になるようにする。
【００２９】
　図６に本実施例による回転清掃体の軸受台側の断面図を示す。
【００３０】
　軸６０１は筒状基体１０６と同一に回転するように固定されており、軸６０１は軸受台
１１１に回転可能に軸支されている。ここで、軸受台１１１は噛合い部Ａ１１０及び噛合
い部Ｂ４０８と異なる色相となっている。
【００３１】
　図８は本発明の実施形態の一例に係わる電気掃除機の動力伝達機構１０１の断面図であ
る。
【００３２】
　プーリ８０１の回転軸には金属軸８０２がインサート成型されており、中心部にオイル
メタル８０３を配置した保持部材Ａ８０４、保持部材Ｂ８０５により両端支持で保持され
ている。さらに金属軸８０２の端部には噛合い部Ａ１１０が圧入されている。また、保持
部材Ａ８０４、保持部材Ｂ８０５とプーリ８０１の間はポリスライダワッシャ８０６を挟
むことで、摩擦の低減を図っている。
【００３３】
　また、プーリ８０１と保持部材Ａ８０４の間には、保持部材Ａ８０４より延ばしたリブ
８０８と、噛合い部Ａ１１０の凹凸部と逆方向に設けたフランジ８０９により、ごみ溜め
溝８０７を設けることにより、動力伝達機構へ侵入した塵埃が、金属軸８０２の摺動部へ
入り込むのを防止している。ここで、リブ８０８の先端よりも、フランジ８０９の最外周
の位置は低い位置となっている。
【００３４】
　次に本実施例における電気掃除機の動作について説明する。
【００３５】
　掃除機使用者が図３に示すハンドルグリップ３０３に設置された手元スイッチ３０４を
操作すると、操作されたスイッチに従った作動モードで電気掃除機本体３０１内の電動送
風機が運転を開始する。電動送風機によって発生した吸引力は、ホース体３０２、延長管
３０５を通って吸口体３０６に到達する。それと同時に、ホース体３０２および延長管３
０５に設けられた電源線から供給された電源が、回路基板（図示せず）を介して電動機２
０５を駆動する。
【００３６】
　電動機２０５と大プーリ２０９、シャフト２１１、小プーリ２１０、動力伝達機構１０
１、ベルト４１０で連結している回転清掃体２０４が回転することにより、回転清掃体２
０４の清掃部材１０７である刷毛１０５やブレード１０４によって被掃除面からごみや塵
埃を掻き上げて吸い込む。
【００３７】
　また、回転清掃体２０４が回転中、常に刷毛Ａ１０８が非清掃面へ接触しているので、
吸口体３０６へは前進する力が働き、操作力が軽くなる。ここで、刷毛Ａ１０８の密度や
、硬さ、高さ等を変更することで操作力の調整が可能となる。
【００３８】
　また、刷毛Ａ１０８を斜めに貼り付け、刷毛の目を斜めにすることで、回転清掃体が回
転した際、その目に沿い塵埃を回転清掃体室２１２中心方向へと移動させることも可能で
ある。
【００３９】
　更に、吸口体３０６を前方へ操作した際、吸口体３０６底面の固定刷毛４００は刷毛逃
げ部Ｂ４０６へと倒れ、また、後方へ動作した場合は刷毛逃げ部Ａ４０５へと倒れること
により床面との間に挟まることはない。これにより、固定刷毛４００が吸口体３０６底面
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との間に挟まり、操作力が重くなることを、防ぐことが可能となる。
【００４０】
　また、刷毛逃げ部Ａ４０５、刷毛逃げ部Ｂ４０６を固定刷毛４００の前後のみとするこ
とで、刷毛逃げ部Ａ４０５、刷毛逃げ部Ｂ４０６を設けても、回転清掃体収納室２１２内
の静圧は、刷毛逃げ部Ａ４０５、刷毛逃げ部Ｂ４０６が無いときと変わらない。これによ
り、刷毛逃げ部Ａ４０５、刷毛逃げ部Ｂ４０６を設けても、吸込み性能は変わることはな
い。
【００４１】
　しかしながら、回転清掃体２０４の刷毛Ａ１０８へは、清掃部材１０７に比べ、全周が
刷毛Ａ１０８で構成される為、糸くずなどの繊維状のものや、髪の毛等が絡み付き易い問
題点もある。
【００４２】
　図７に本実施例による回転清掃体２０４のメンテナンスでの取り外し方・取り付け方を
示す。
【００４３】
　まず、吸口体３０６の下面側を上方に向ける。係止部材２２０の操作部２２０Ａに操作
者の指を添え、吸口体３０６中央側から外側に回動し、軸受押さえ部材４０７と係止部２
２０の係合を解除する（イ）。そして、下ケース２０１から軸受押さえ部材４０７を外す
（ロ）。
【００４４】
　次に、回転清掃体２０４を、上方に引き上げるとことにより、回転清掃体２０４の噛合
い部Ａ１１０と動力伝達機構１０１の噛合い部Ｂ４０８が外れ、吸口体３０６から離脱で
きる（ハ）。
【００４５】
　これにより、回転清掃体２０４の刷毛Ａ１０８に糸くず等が付着した際も容易に回転清
掃体２０４を取り外し、簡単に糸くずなどの繊維状のものや、髪の毛等を取り除くことが
可能となる。
【００４６】
　回転清掃体を取り付けるときは、取り外し時と逆の動作となり、回転清掃体２０４の噛
合い部Ａ１１０、動力伝達機構１０１の噛合い部Ｂ４０８の色相を揃えるようにし、吸口
体３０６へ回転清掃体２０６を挿入する。このとき、回転清掃体２０４の噛合い部Ａ１１
０と軸受台１１１が異なる色相のため、使用者はその向きを間違えることなく、吸口体３
０６へ回転清掃体２０４をはめることが出来る。次に軸受押さえ部材４０７をはめ、係止
部材２２０をロックさせ係合させる。
【００４７】
　上述したように回転清掃体２０４の駆動側端部に存在する動力伝達機構１０１の噛合い
部Ａと非駆動側に存在する回転支持部材１１１は異色にされ、噛合い部Ａが脱着自在に連
結されるところの吸口体本体に設けられる動力伝達機構１０１の噛合い部Ｂ４０８は同じ
色相になっているので、視覚判断で噛合い部Ａ、Ｂの噛み合わせや、回転支持部材１１１
の所定位置への取り付けが誤りなく容易に行うことができる。
【００４８】
　本発明の各実施例は床移動型の掃除機だけでなく、アップライト式やスティック式の掃
除機にも適用できる。モータ駆動方式の吸口体だけでなく、エアー駆動方式にも適用でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１（ａ）】本発明の実施例に係る回転清掃体及び、動力伝達機構の斜視図。
【図１（ｂ）】本発明の実施例に係るもので、図１（Ａ）の動力伝達機構の拡大図。
【図１（ｃ）】本発明の実施例に係るもので、図１（Ａ）のＰ拡大図。
【図２】本発明の実施例に係る吸口体本体の分解斜視図。
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【図３】本発明の実施例に係る電気掃除機の外観図。
【図４】本発明の実施例に係る吸口体本体を下から見たときの平面図（下面図）。
【図５（ａ）】本発明の実施例に係る吸口体本体の縦断面図。
【図５（ｂ）】本発明の実施例に係るもので、図５（Ａ）のＰ拡大図。
【図６】本発明の実施例に係る回転清掃体の軸受台側の断面図を示す。
【図７（ａ）】本発明の実施例に係る回転清掃体の取り外し方・取り付け方を示す図。
【図７（ｂ）】本発明の実施例に係るもので、図７（Ａ）のＰ拡大図。
【図８】本発明の実施形態の一例に係わる電気掃除機の動力伝達機構の断面図。
【符号の説明】
【００５０】
１０１…動力伝達機構
１０４…ブレード
１０５…刷毛
１０６…筒状基体
１０７…清掃部材
１０８…刷毛Ａ
１０９…刷毛台
１１０…噛合い部Ａ
１１１…軸受台
２００…上ケース
２０１…下ケース
２０２…第１の接続管
２０３…第２の接続管
２０４…回転清掃体
２０５…電動機
２０７…安全スイッチ
２０７Ａ…床面検出車輪
２０８…電動機側プーリ
２０９…大プーリ
２１０…小プーリ
２１１…シャフト
２１２…回転清掃体収納室
２１８…開口
２２０…係止部材
２２０Ａ…係止部材の操作部
３０１…電気掃除機本体
３０２…ホース体
３０３…ハンドルグリップ
３０４…手元スイッチ
３０５…延長管
３０６…吸口体
４００…固定刷毛
４０１…バンパー
４０３…床面開口部
４０４…後方車輪
４０５…刷毛逃げ部Ａ
４０６…刷毛逃げ部Ｂ
４０７…軸受押さえ部材
４０８…噛合い部Ｂ
４１０…ベルト
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６０１…軸
８０１…プーリ
８０２…金属軸
８０３…オイルメタル
８０４…保持部材Ａ
８０５…保持部材Ｂ
８０６…ポリスライダワッシャ
８０７…ごみ溜溝
８０８…保持部材Ａから延ばしたリブ
８０９…噛合い部Ｂに配置したフランジ部

【図１（ａ）】 【図１（ｂ）】
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【図３】 【図４】
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【図６】 【図７（ａ）】

【図７（ｂ）】
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